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レンタカー事業の経営者の皆様には、日々の事業経営にご苦労が多いことと拝察いたします。

ぜひ貴社の発展の為レンタカー協会に加入しましょう|

①レンタカ…事業に有益な各種情報や資料を提供
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●道路運送法や基本通達、道路運送車両法、道路交通法、等の各種法令や制度改正の都度

内容を解説した資料を入手することができます。

●全国レンタカー協会の機関紙「ARA」 (月 間)や全国のレンタカートビックスなとを受取れます。

●警察からの放置駐車違反の連絡制度 (正会員)や不返還車両についての職権抹消登録制度
など|ま協会加入者に認められた制度が利用できますc
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○機関紙「ARA」

②関係官庁とのつながりとシステムの活用が可能
●関係官庁ヘレンタカー協会として意見・要望などの申出や防犯のための活動などに参加できます。

●当協会の上部機関である全国レンタカー協会では、悪質なユーザー排除をする為の情報管理
システム (NPS)を運用しておりこの情報提供を協会加入者 (正会員)は利用できます。
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⑬ステッカー0バンフレット

③経営相談や研修会、セミナーの開催
●多くの同業者と事業経営の相談などについて懇談会など会合の場があり解決のヒントを得ること
ができます。

●協会加入者の従業員については、従業員の能力やサービス向上を目的とする講習会を開催。
「国土交通大臣後援、レンタカー資格認定講習会」に参加し、その後「レンタカーアドバイザーの
いる店」として店舗へ表示することができます。

●運輸局へ提出する約款についても、標準貸渡約款を利用することができます。

●研修会

④PR活動と各種表彰の推薦
●他の協会加入者と一緒に、レンタカーの共同宣伝や交通安全活動をしたり、ホームページにて
自社をPRをすることもできますcまた長年協会活動に貢献した加入者の中で、運輸支局長表彰
運輸局長表彰、国土交通大臣表彰、さらに叙勲を受けられる方もおります。いずれも各地区の
レンタカー協会が推薦します。

③PR活動

⑤正会員・準会員の・賛助会員メリット

正会員
●放置駐車の連絡制度が利用可能、またNPSの
加入運用が可能。

●関係省庁との関係強化を通じ、「法制度改正」など
情報の素早い入手。

●協会PR活動への参加などにより自社PRが可能。

●協会活動の継続により各種表彰や社会貢献活動への参加。

●協会各社との相互交流による自社企業の成長。

準会員
●保有台数が少なく、1事業所のみでは割高な正会員制度を

同等の資格条件取得。(規定オーバーの場合は正会員として入会頂く)

●職権抹消登録制度が無料利用。(一時抹消登録 )

●協会の色々なメリットを感じていただき、正会員のご加入が可能。

賛 助 会 員
●各社との交流活発イヒを目的に協会が発信する情報の優先的配布。

●部会等の活動に関する情報や協会が企画する事業に協力、参加
が可能で会員企業との活発な交流参加。



0のばり

入 会 金 お よ び 会 費 に 関 す る 規 定 徐 費納入は月毎ごと銀行振込となります。)

●正会員

入会金

会 費

(月 額 )

50,000円

①基本害」額 1律 10,000円

②店舗(事業所)数割額 2以上の店舗×1店舗につき500円

③車両数割額(100円 ×100台以下の車両数)

十(30円×101台以上の車両数)

①+②十③の合計(但し上限100,000円 )

・ 準会員

入会金 無し

会費 (月額 ) 10,000円

※レンタカー保有台数が5台以内、かつ店舗数が1店舗のみの事業者が対象
※上記以上の保有台数または店舗数になつた場合には継続する際に正会員へ翌年度

から移行するものとします。

正会員・準会員・賛助会員

当法人の目的に賛同し、当法人の所定様式による入会申し込みを行い、

当協会理事会にて入会承認を経た後、正会員となります。
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レンタカ…協会

理事会

●賛助会員

入会金 無し

会費 (月額 ) 5,000円

※レンタカー保有がなく、当協会の理念に賛同する法人および個人。
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